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4. リスクマネジメント

当社の事業やそのサプライチェ ーンが奴隷労働や人身取引に関与してしまうリスクを低減

するため、 当社では次の措置を講じている。

4-1. 自己アセスメント

当社はESG経営における成果を自社で設定した目標や対策に照らして自己評価し， 翌年

以降に取り組みの充実を図る分野を特定している。

4-2. 社内の対応力の強化

当社は、 社内およびサプライチェ ーンにおける人権リスクを特定し管理する能力を向上

するため、 強制労働や人身取引を含む人権全般に関連して、 従業員の能力を向上する必

要があることを認識している。

4-2-1. 人権に対する啓発推進

当社は、 従業員の人権意識の高揚に多大な努力を払ってきている。 「全社人権啓発推進委

員会」の方針に基づき、全従業員を対象とした人権啓発研修の受講を義務付けている他、

人権啓発に関するハンドブックにグループ人権基本方針を記載し周知を図っている。

4-2-2. コ ンプライアンス研修

当社の従業員は毎年、 コ ンプライアンスおよび企業倫理についての研修を受けることが

義務付けられている。 当社は、 この研修が企業倫理行動規範の要諦を各従業員に自覚さ

せる機会となり、 また、 従業員自身が社内およびサプライチェ ーンから不法行為や非倫

理的な行為を根絶する能力を身に付ける一助になることを意図している。

4-3. コ ンプライアンスホットライン

当社は、 従業員の誰もが不法行為または疑わしい行為を報告し、 人権の諸問題を提起で

きるようにするための窓口として、 コ ンプライアンスホットラインを設けている。 この

ホットラインの存在については、 コ ンプライアンス研修の際に、 また社内の連絡網を通

じて、 全従業員に周知されている。

本ステ ートメントは取締役会によって承認され、 清水建設株式会社の代表取締役によって

署名されている。


